
フ-訊
l
l
フ
ル

フ
ラ
ン
不
能
寛
永
ご
十
年
五
周
筑
前
大
島
に

於
い
て
倖
天
漣
四
人
の
着
岸
す
る
を
褒
見
し
た
震

に
、
幕
府
は
普
く
切
支
丹
の
諮
撃
を
求
め
し
め
た
が
、

加
賀
務
か
ら
は
不
鼠
そ
の
他
を
江
戸
に
迭
致
し
た
。

こ
の
不
鼠
は
、
=
一
強
記
に
不
閑
と
恕
さ
れ
た
も
の
と

同
一
人
の
如
く
で
あ
る
。
同
醤
に
い
ふ
。
前
田
光
高

の
時
、
能
美
郡
吉
竹
村
の
一
向
坊
主
不
閑
は
、
切
支

丹
た
る
の
嫌
疑
を
以
て
、
江
戸
に
程
迭
せ
ら
れ
て
拷

問
を
受
け
た
が
、
彼
は
頗
る
強
硬
に
そ
の
教
徒
た
ら

ざ
る
こ
と
を
際
線
し
、
迭
に
腰
骨
を
錐
か
れ
る
も
服

罪
し
な
か
っ
た
か
ら
、
途
に
闘
に
蕗
き
る
L
を
得
た

》
」
。

フ
9
ヒ
メ
富
利
姫
前
回
利
家
の
女
諜
腕
が
宇

喜
多
秀
家
に
嫁
し
て
生
む
と
こ
ろ
。
秀
家
臣
流
の
後

母
子
共
に
金
禄
に
蹄
り
、
富
利
搬
は
明
踏
二
年
十
二

月
器
調
寺
七
代
宣
勝
に
捺
し
て
、
利
常
か
ら
粧
間
百

石
を
賜
は
り
、
延
費
六
年
九
周
十
六
日
夜
し
た
。
法

名
先
勝
院
耀
授
策
。

フ
ル
イ
チ
カ
ネ
モ
ト
古
市
務
本
初
諒
胤
宗
。

遇
務
典
皐
・
主
計
。
前
回
利
常
に
仕
へ
て
ま
百
石
を

受
け
、
高
治
元
年
兄
胤
重
殉
死
の
後
遺
知
三
千
六
百

三
十
石
を
製
ぎ
、
奏
者
役
と
な
っ
た
。
務
本
親
密
カ

壊
、
識
を
水
戸
の
朱
之
識
に
受
け
、
簡
醤
往
復
、
切

間
近
思
幌
ら
な
か
っ
た
。
延
費
五
年
四
周
十
一
日
夜
、

年
三
十
六
。
治
命
の
替
な
く
し
て
家
断
絶
し
た
。

フ
ル
Z

古
江
羽
咋
部
鎚
打
郷
に
鴎
ず
る
都
落
。

フ
ル
Z
イ
ザ
Z

号
ン
ア
ゲ
チ
マ
チ
古
江
伊
左
衛

門
上
地
町
金
調
停
の
醤
町
名
。
務
士
古
江
伊
左
衛
門

の
居
邸
が
あ
っ
た
腕
で
あ
る
。
元
職
九
年
の
地
子
町

肝
煎
裁
許
附
に
、
古
江
伊
左
衛
門
上
地
町
を
穴
町
と

い
ふ
と
あ
る
か
ら
、
後
の
穴
町
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
穴
町
は
穴
生
町
の
略
で
あ
る
が
、
こ
の

地
に
穴
生
之
者
の
暦
た
こ
と
は
、
古
江
伊
左
衛
門
よp

l
 ち

も
前
な
の
で
あ
ら
号

0
4
フ
ル
エ
ジ
ザ
エ
モ

y

古
江
治
左
衛
門
。

フ
ル
Z
サ
シ
マ
チ
古
餌
指
町
金
棒
の
町
名
。

務
初
の
頃
、
此
の
地
に
餌
指
の
跨
邸
を
賜
は
っ
た
が
、

後
浅
野
町
の
附
近
側
指
町
へ
移
鞠
を
命
ぜ
ら
れ
、
図

っ
て
古
倒
指
町
と
稽
す
る
に
繁
っ
た
。

フ
ル
Z

ザ
ダ
ア
キ
古
江
定
昭
泡
癖
粥
左
衛
門
。

御
小
勝
に
臨
し
、
表
御
納
戸
奉
行
や
・
勤
め
、
除
ご
百

ご
十
石
を
受
け
た
。
貞
享
四
年
=
一
周
サ
五
日
江
戸
御

長
屋
に
於
い
て
前
回
六
佑
と
喧
嘩
し
、
深
手
宇
一
民
ひ

後
に
死
ん
だ
の
で
家
断
絶
し
た
。

フ
ル
Z
ジ
Z
号
ン
古
江
治
右
衛
門
明
和
六
年

焚
要
人
定
保
の
泊
知
四
百
.
石
官
製
ぎ
、
馬
廻
組
に
編

せ
ら
れ
、
後
大
小
持
組
に
縛
じ
た
が
、
究
明
一
・
汎
年
十

一
周
七
日
流
刑
に
磁
せ
ら
れ
、
後
便
所
で
残
し
た
。

そ
の
子
八
十
太
郎
は
幼
少
で
あ
っ
た
鑓
挫
座
を
.
延
期

せ
ら
れ
、
寛
政
四
年
鵠
闘
う
て
出
家
し
た
。

フ
ル
Z
M
V
ザ
Z

モ
ン
古
江
治
左
衛
門
躍
長
八

年
前
回
利
長
に
仕
へ
、
珠
海
〈
加
り
て
四
百
石
に
及

び
、
足
縄
頭
と
な
っ
て
大
坂
役
に
従
う
た
。
そ
の
子

伊
左
衛
門
鎚
ぎ
、
亦
後
に
治
左
衛
門
と
構
し
た
。
古

江
伊
左
衛
門
上
地
町
の
町
を
残
し
た
も
の
は
是
で
あ

ら
う
。
第
六
世
治
右
衛
門
天
明
主
年
流
刑
に
磁
せ
ら

れ
て
家
断
絶
し
た
。

フ
ル
キ
ミ
古
君
臨
軍
部
諸
橋
郷
に
臨
す
る
。

文
腿
ご
年
の
諸
橋
六
郷
田
敏
目
録
に
、
『
本
郷
と
古
君

の
境
は
鵜
会
川
下
は
北
，
川
ま
で
古
君
内
海
共
に
云

々
。
』
と
見
え
、
叉
能
菅
名
跡
志
に
は
、
『
小
田
川
よ
り

三
四
町
浦
停
ひ
行
け
ば
古
君
村
あ
ふ
り
。
助
右
衛
門
と

い
ふ
能
き
百
姓
あ
り
。
蝶
の
鏡
と
い
ふ
不
思
議
な
る

鏡
を
持
停
へ
た
り
。
叉
此
村
の
姉
崎
と
い
ひ
て
、
妙

泉
寺
地
主
槌
現
の
御
按
腕
あ
り
。
風
景
の
地
に
て
爾

あ
る
蹄
地
也
。
』
と
あ
る
。

タフ
ヲロ

古
議

珠
洲
郡
若
山
庄
に
鹿

フ
ル
タ
ラ

す
る
部
落
。

フ
ル
ヨ
ウ
古
府
能
美
郡
古
滋
と
凶
府
と
は
明

治
八
年
に
至
。
併
合
せ
ら
れ
て
古
府
と
な
っ
た
。

フ
ル
コ
ウ
古
府
幻
ル
臨
島
郡
矢
悶
郷
に
臆

す
る
部
務
。
古
府
は
府
中
と
共
に
王
朝
の
時
閥
司
置

艇
の
腕
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

フ
ル
コ

ε
古
込
鴎
京
都
久
手
川
の
内
の
小
宰
。

フ
ル
ザ
ト
シ
ユ
ウ
ふ
る
さ
と
集
一
加
。
能
美

郡
小
松
の
俳
術
館
石
が
ご
十
年
振
り
で
故
郷
に
入
っ

た
時
の
渡
句
集
で
あ
る
。
寛
政
四
年
八
月
不
除
幹
貞

の
序
文
が
あ
っ
て
、
磁
石
の
静
を
諮
問
と
い
ひ
、
諾

凶
に
行
脚
し
、
伊
勢
の
凶
に
久
し
〈
住
ん
で
ゐ
た
が
、

こ
の
春
故
あ
っ
て
小
松
に
蹴
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
鴎
り
、
幹
点
は
伊
勢
の
人
で
あ
る
。
板
元
は
京
橘

屋
治
兵
衛
。

フ
ル
サ
ハ
カ
へ
Z

古
還
嘉
兵
衛
元
和
元
年
大

坂
役
に
従
軍
し
、
五
周
七
目
黒
門
の
前
に
て
首
ご
つ

を
獲
た
が
、
同
日
撤
ご
十
人
詐
の
中
へ
突
入
し
て
奮

闘
の
上
戦
死
し
た
。
そ
の
子
孫
臨
左
衛
門
に
至
り
家

系
断
絶
し
た
。

フ
ル
ザ
ハ
ザ
ス
ケ
・
古
溜
左
助
文
旅
四
年
前
回

利
家
に
仕
へ
て
百
五
十
石
を
領
し
た
。
子
孫
務
に
世

襲
す
る
。

フ
ル
ザ
ハ
ノ
プ
ヤ
ス
古
混
信
恭
逝
稽
惣
右
衛

門
・
叉
右
衛
門
。
寛
政
九
年
新
番
と
な
り
、
文
化
七

年
焚
叉
右
衛
門
限
信
の
諮
知
百
五
十
石
を
製
ぎ
、
御

持
弓
頭
指
南
番
・
御
近
習
番
を
経
て
、
交
政
九
年
五

十
石
を
加
へ
、
天
保
五
年
七
且
六
十
九
歳
を
以
て
夜

し
た
。フ

ル
ザ
ハ
マ
タ
Z

モ
ン
吉
選
叉
右
衛
門
萄
俸

に
前
町
利
家
の
荒
子
に
居
た
時
か
ら
随
従
し
た
家
人

中
で
、
叉
左
衛
門
の
叉
の
字
を
賜
は
っ
た
者
は
、
村

七

弁
叉
兵
衛
・
原
田
叉
右
衛
門
・
古
樗
叉
右
衛
門
=
一
人
で
一
-

あ
る
と
云
ふ
。
政
春
古
兵
談
に
、
実
正
十
ご
年
佐
々
一
一

成
政
が
末
森
城
か
ら
越
市
へ
引
取
る
時
、
加
賀
の
晶
一
一

越
械
を
襲
号
た
が
、
城
代
目
質
問
叉
右
衛
門
・
丹
羽
一
-

源
十
郎
・
古
様
叉
右
衛
門
三
人
の
内
目
質
問
・
丹
羽
繭
一
-

人
は
城
を
明
け
て
退
去
し
た
。
こ
の
時
古
海
叉
右
衛
一
-

門
は
手
質
ひ
益
生
と
し
て
能
州
諸
禰
に
赴
い
た
留
守
一
-

申
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
家
来
商
人
は
城
に
在
っ
て
討
一
一

死
し
た
。
是
を
以
て
目
賀
町
・
丹
羽
商
人
は
温
放
と
一
-

な
っ
た
が
、
古
様
は
子
孫
述
綿
し
て
藩
に
仕
へ
た
と
一
-

い
ふ
。
然
ら
ば
こ
の
叉
右
衛
門
は
、
諾
士
系
殺
に
見
一
-

え

る

左

助

の

先

代

で

あ

ら

号

。

一

-

フ
ル
シ
ロ
古
按
鹿
島
郡
矢
田
郷
に
臨
す
る
部
一
-

帯

。

一

-

フ
ル
デ
ヲ
マ
チ
古
寺
町
金
揮
の
町
名
。
往
昔
一
一

は
河
原
町
と
稽
し
、
一
町
皆
寺
屋
敷
で
あ
っ
た
が
、
一
-

前
倒
利
常
は
元
和
ご
年
悉
く
之
を
泉
野
寺
町
に
移
嶋
一
-

を
命
じ
、
跡
地
を
古
寺
町
と
帯
し
て
、
諸
士
の
邸
に
一
-

奥
へ
ら
れ
た
0

・
一
-

フ
ル
ト
ウ
ナ
イ
マ
チ
古
藤
内
町
金
揮
の
町
名
。
一
一

醤
俸
に
、
音
此
の
附
廷
が
河
原
で
あ
っ
た
頃
は
、
今
一
一

の
法
般
寺
町
の
臆
見
は
茶
毘
厨
で
、
傍
に
藤
内
の
底
一
-

住
地
か
あ
っ
た
。
後
藤
内
を
他
に
移
ら
し
め
、
そ
の
一
-

跡
地
を
町
地
と
す
る
に
及
ん
で
古
藤
内
町
の
名
が
起
一
-

っ

た

と

。

一

-

フ
ル
ハ
マ
古
漬
能
楽
部
徳
橋
郷
に
屈
す
る
部
一
-

稿
。
明
治
中
凶
府
と
合
併
し
て
古
府
と
し
た
。
一
-

フ
ル

εチ
吉
道
金
揮
の
町
名
。
往
昔
金
祷
か
一
一

ら
石
川
郡
宮
腰
に
向
か
ふ
道
路
は
、
=
一
ヲ
構
高
鰻
寺
一
一

の
附
近
か
ら
長
田
・
ご
口
な
ど
の
村
を
経
た
の
で
あ
一
-

る
が
、
元
和
ご
年
前
回
利
常
の
命
に
よ
っ
て
、
今
の
一
一

宮
腰
往
還
に
付
け
替
へ
た
。
因
っ
て
そ
の
萄
滋
に
笛
一
-

る
既
に
古
遣
の
名
が
残
っ
た
。
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